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前原市三雲・井田・波多江
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聞取協力者 波多江（中町）馬場俊朗氏（昭和4年生）

波多江（本村） 波多江佐二氏（昭和7年生）

波多江（川面） 波多江泰輔氏（大正 2年生）

井田（本村）井上 湊氏

調査日 平成8年7月23日（火） ・26日（金）

〔はじめに〕

担当地域は糸島平野の中央部に位置し、南から順に三雲、井田、波多江となる。三雲・井田は瑞梅寺

川中流域に位置し、三雲は南を井原、東を高祖・大門、西を曽根、北を井田と接し、井田は、南を三雲、

東を大門・高来寺・宇田川原、東を曽根・有田、北を波多江と接する。三雲・井田の西にある曽根は、

もと丘陵地で、戦後引揚者の開拓地であり、井田との境界線の複雑な境界線は戦前の墓地・水田・畠跡

である。また、井田の東側の大字高来寺・大字大門の小字向川原は現在大字井田に編入されているO 一

方波多江は瑞梅寺川中流域および、雷山川下流域に位置し、南を井田、西を有国・篠原、北西を潤、北

東から東を池田・宇田川原と接する。

三雲・井田・波多江には条里制の遺構が残存し、小字のなかにも条里制を示す地名が比較的多く残っ

ているO また、大字三雲には郡という集落が存在し、古代の郡街に比定され、その近くには古墳も二基

存在している。また、県道池田線が南北にやや西にふれて通っているが、これは後述するように、 21里

と22里の境界線にあたり、その延長上に式内社である志登神社が存在する。

以下、古くから開かれたこの地域について、地誌、小字、水利、条里制といった観点から、現地調査

上の所見もまじえて述べていく。

〔地誌〕

＜三雲＞

筑前回恰土郡の内。慶長の頃まで高祖村の内という（※註 1）。江戸時代は福岡藩領に属す。村高は

「慶長年間筑前園園」（※註 2）によると1,271石 2斗4升 5合8勺。「正保年間筑前園園」（※註 3）で

は1,004石8斗余。「元禄十四年筑前園」（※註4）では1,004石余。「天保郷帳」では（※註 5)1,476石

8斗 1升 1合という。枝郷に原際村・郡村がある。「三苫家文書」によると、明和8年に御徳米・大豆

1,502俵余、諸上納米68俵余、諸役銀などが貢租であったという（※註6）。「寛政年間万覚書」（※註7)

に人高として寛政6年の人口を653人、以下同 8年が620人、同 9年621人、同10年604人、同11年608人、

同12年596人としている。文政8年の家数は143、うち本村60、郡10、原際34、川端23、新屋敷16。弘化

元年に水崎仁三郎が手習所を開設するとし1う。明治11年には、人口722人、戸数154、耕宅地133（※註

8）。明治17年じ人口727人、戸数160（※註9）。明治22年33恰土村の大字、昭和30年前原町の大字にな

る。明治22年の戸数157、人口771、地積は田90町・畑32町など計170町。

・細石神社 産土神。社名を『筑前国続風土記』『筑前国続風土記附録』『筑前国続風土記拾遺』は佐々
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種石社とする。御神体が小石であるために「さ斗れ石」と称するという（※註10）。当社の祭神は木

花開耶姫命・磐長姫命。木花開耶姫命は高祖大明神の御母であり、磐長姫命は御姉であるとし（※註

11）、そのため高祖神社と東西向かい合っているという（※註12）。かつては神田も多く、神人が12家

あったが、天正15年に豊臣秀吉によって神領を没収され、祭日の流鏑馬も中絶した。その後、寛永の

末に村長の大原金左衛門が再興した（※註13）。

・八大竜王村の南、森の中に石があり、高祖大明神が誕生した地という。

・輿雲庵跡大きな寺の跡。側に三雲池という水の澗れた池の跡がある。観音堂一宇があり、安養寺跡

という。五輪塔があり、原田氏の家臣水崎加右衛門という者の墓であるという（※註14）。

・築山 村の東にあり、上に観音堂がある。恰土郡主の墓ではないかという（※註15）。

＜井田＞

筑前国恰土郡の内。中世には安楽寺領荘園の一つO 『中右記』大治5年8月11日条（※註16）に「（前

略）入夜新庄下司為遠申云、新庄ハ六十町也、此外新御領四十町、西念寺五十町、井田庄十余町、頼治

加納十余町也、菓子林在新御領中也、新御領西念寺井田庄ハ皆外・地子之所也（後略）」とあるが『角

川地名辞典』ではこの「井田庄十余町」が当該荘か否かは不明としているO 『猪隈関白記』建仁元年4

月27日条（※註17）に「頭弁資賓朝臣来云、此雨僚記録所勘状如此、可計申者、（中略）一 法橋定円

輿菅原定賢、 吉祥院領淡路園鮎原庄、安楽寺領筑前園井田庄・豊前園副田庄井和漢書籍相論事 即

披見勘状、申云、此雨篠任勘状被裁許何事候哉者、」とあり、後鳥羽上皇は法橋定円と菅原定賢が争う

安楽寺筑前国井田荘の訴訟につき、記録所の勘状を添えて近衛家実に諮問、実家は勘状に任せて裁許せ

らるべきことを申し送っているO 「西高辻文書」（※註18）に「公文所下御庄々司 可早任例弁済御祭

田楽、酒直庄別 （中略）井田御庄（筑前国恰土郡） （中略）右件酒直等任例可有弁済状如件 享徳三

年八月 日」とあり、御祭田楽酒直を負担している。天正年間の「指出前之帳」（※註19）によれば王

丸村・大門村・高来寺村を含めた井田村の地積・分米は、田77町余.827石余、畠 8町余・ 34石余、合

計85町余.861石余。江戸時代は福岡藩領に属す。村高は「慶長年間筑前園園」（※註20）によると584

石6升。「正保年間筑前園圏」（※註21）では461石余。「元禄十四年筑前園」（※註22）も461石余。「天

保郷帳」（※註23）によると686石4升8斗6合。「慶長郷村帳」（※註24）によると当村のうちに王丸・

大門・高来寺の 3ヶ村があったという。『筑前国続風土記』によると枝郷には二ノ坪村・徳吉村がある

としヴ。享保17年までは村の西に徳吉という集落があったという（※註25）。「三苫家文書」によると明

和 8年の貢租は御徳米・大豆862俵余、諸上納米39俵余、ほかに諸役銀など（※註26）。「寛政年間万覚

書」（※註27）に人高として寛政6年の人口を182人、以下同8年が179人、同 9年177人、同10年178人、

同11年181人、同12年185人で、男101女84としている。「三苫家文書」（※註28）によると文政8年の集

落別家数は本村20、御子守10、二ノ坪120明治11年には耕宅地82町、戸数43、人口232（※註29）。明治

17年には戸数46、人口218（※註30）。「明治二十二年町村合併調書」（※註31）によると田71町、畑7町、

宅地3町、山林2町、人口221、戸数410明治22年に恰土村、昭和30年に前原町の大字になるO 昭和23

年一部が曽根となる。昭和57年の世帯数56、人口2650

・老松天神社 本村の産土神。祭神は埴安神、玉依姫命、菅原道真（※註32）。「太宰府安楽寺領目録」

に、筑前国之内井田圧あり、という（※註33）。

・御子守神社 御子守の産土神。祭神は玉依姫命。社地に男池女池という神池と、彦火火出見尊が休ん

だといわれる御子休石がある。（※註34）。

・流田神社 報思寺の産土神。祭神は埴安神（※註35）。洪水のとき、川を流れて来たために、その名
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があるという（※註36）。

・太神宮 二ノ坪の産土神。祭神は天照大神、豊受売比大神。寛永18年、舟曳刑部がこの地を開発した

時に勧請したという（※註37）。

・上宮山教法寺 浄土真宗西本願寺派。早良郡四箇村の妙法寺の末寺という（※註38）。

・法恩寺跡 かつての尊浄山法思寺の跡。「波多江氏奮記」によると、「自始洞家禅宗。停教作釈迦如来

像安置此寺。種信墓所築之。後寛元三年建立」と見える（※註39）。種信の母である西氏の為に建立

したという。

＜波多江＞

筑前国志摩郡の内。「波多江氏奮記」（※註40）によると、古くは波多部と表記していたが、天長 3年

8月14日に波多江に改めたという。元々は↑台土郡の内であったが、寛平8年に志摩郡の内になったとい

う（※註41）。元亀2年7月10日の「児玉報採集文書」（※註42）に「筑前園恰土圧志摩郡内今津之村四

所登志免雨社領回数坪付事付、今津ニ有分、（中略）上成里名内一所五段 四百文田、土貢銀十二文目、

近年寺立候、ハタゑ西方院（後略）」と見える。天正年間の「指出前之帳」（※註43）によれば波多江村

の地積・分米として、太郎丸・高田・壬の枝郷を含めて田172町余.2,018石余、畠15町余.92石余、合

計187町余.2,111石余があげられている。「朱雀文書」天正19年3月23日の「志摩郡田畠検地帳J（※註

44）には「志摩郡惣回数付之事（中略）回数六拾九町七段半拾歩 畠敷七町九段三百歩 波多江村（中

略）御検地分天正拾九年かのとのう 三月廿三日 朱雀民部丞種良（花押）」とあり、同じく「朱雀

文書」慶長 3年 1月11日の「志摩郡 石田治部少輔様御時物成」（※註45）と記す検地帳には「一高震

千百拾萱石四斗四升波多江村物成千百石八斗七升一合 内大豆七拾萱石萱斗八升右之内武百拾四

石御免し分残而八百七拾六石八斗七升一合定物成（後略）」とある。さらに「慶長四年中納言

様御代定物成」（※註46）には、「千九百刑石七斗或升御給人波多江村 内七拾武石大豆」と見え

る。江戸時代には福岡藩領に属す。村高は「慶長年間筑前園園」（※註47）によると1,510石3斗6升9

合。「正保年間筑前園圃」（※註48）では1,693石余。「元禄十四年筑前圃」（※註49）では1,293石余。

「天保郷帳」（※註50）によると1,739石4斗5升5合。「鎌田家文書」（※註51）によると享保2年の免

率は、田 2ツ6分畠 2ツ4分2厘という。人家は本村・田中・中町・川面・久保田・築地・西沖にあり、

「慶長田村帳」では太郎丸・高田・潤も当村の内であったという（※註52）。明治初期の『地理全誌要目』

（※註53）によると波多江村の戸数76、人口369。明治11年に耕宅地160町、戸数81、人口294（※註54）。

明治17年には戸数82、人口430（※註55）。「明治二十二年町村合併調書」（※註56）によると田144町、

畑7町、宅地7町、人口205、戸数420明治22年に波多江村の大字になるO はじめ志摩郡、明治29年か

らは糸島郡に所属。波多江・板持・高田・池田・志登・潤の 6カ村が合併して成立。旧村名を継承した

6大字を編成。役場は池田に設置。明治24年に戸数309、人口1,591、厩166、寺院6、学校 1。昭和6

年に前原町の大字になる。昭和57年の世帯数148、人口~91o

・十六天神社 本村・西沖・潤（堀之内）の産土神。天神七代地神五代を祭るという（※註57）。

・長石天神社 中町・築地・田中の産土神。祭神は『筑前国続風土記拾遺』は埴安命、『筑前国続風土

記附録』は倉稲魂神とする。

・行虞社 志摩郡馬場神社の祝史の祖、行康民部正家という者の霊社で、かつて行虞社の神領であった

という（※註58）。

・西方寺 金鳥山樹林院。浄土宗西山派福岡浄念寺の末寺。波多江丹後守種賢の子、桂空が種賢の没後

剃髪して僧となり、文禄2年に建立。その後福岡に移り、浄念寺を開基するとしヴ。寺内に観音堂が
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あり、かつて村西にあった恵華山吉祥寺から廃寺になった時、観音をここに移すという。他に稲荷社

がある（※註59）。

・高雲山徳応寺 浄土真宗本願寺派。天正15年3月波多江鎮種の弟種安が剃髪し円照と号し、この寺を

開基するという（※註60）。

・鬼木森 原田家の勘定奉行を勤めた鬼木清甫の墓という（※註61）。

・園田森 元亀3年に原田臼杵合戦の時に戦死した波多江助三の墓という（※註62）。

・丹波屋敷 築地にある波多江丹後守種敦の屋敷跡という。二方に堀の跡がある。この築地の農民は毎

年六月に屋敷の内で早米を作り、献上するという（※註63）。ほかにも屋敷の跡があり、「波多江奮記」

によると、「天永二年大蔵朝臣種房蒙朝恩、領此地。正治 2年同種貞篠原色西岳構小荘」と見える（※

註64）。 （文責地脇技）

〔小字〕

＜井田＞

＊富寺（フウジ）・・・地籍図に比定地なし。字山方に法恩寺跡あり。そこに隣接する井上久雄氏宅の屋号

をフウジと呼ぶ。

＊尾寵（オゴモリ）…現在では畠田・穴町付近をオゴモリと呼ぶらしい。また、当地の三島幸太郎氏宅

に馬頭観音あり。

＊本村（ホンムラ）…中川原・薦田・後田・山方・狐島の集落を本村（上・下）と呼ぶ。

＊二ノ坪（ニノツボ）…『続風土記拾遺』・『付録』にはこの地に教法寺ありと。しかし現在当寺は一ノ坪

に位置しているので、疑問の残るところである。

また、当地の白水武敏氏宅に馬頭観音あり。元は個人でおこもりをしていたが、今は一組で行って

いる。

＊大適（オホテキ）－－－もと神社ありと。

＜波多江＞

＊川面（カワツラ）…『続風土記付録』に、安見寺という寺跡の由ある阿弥陀堂ありと。今はほこらのみ

現存し、戸主・婦人のおこもりがそれぞれ年に一回ずつ行われている。

また、『糸島郡誌』には南傍田間に鬼木森という所があり、元亀・天正のころ原田家の勘定奉行を

勤めた鬼木清甫の墓といわれるものがあると。「オニキサマ」と呼ばれるほこらだけが残っており、

おこもりも行われていないようである。

＊神ノ前（カミノマエ）…「上屋敷の前」の意か。『糸島郡誌』にはこの地に築地（ツイジ）と呼ばれる

波多江丹波守の屋敷があると。現在も波多江佐二氏宅の北方・西方に堀の跡があり、屋敷の内を用

水路が流れている（現在は使われていない）。波多江佐二氏の話によれば、祖先波多江氏は福岡城

築城の際に功があり、黒田氏ヘ献上米をする栄誉に授かった。その後明治より黒田氏が上京してか

らは、黒田家を祭る光雲（テルモ）神社へと変わった。献上米は昭和36年、波多江佐二氏の祖父の

代まで続けられた。屋敷内百坪程の田出作られていたこの献上米は、ワサ米（早稲米カ）で毛が長

く、「キジの尾」と呼ばれており、背丈程も伸びて倒れ易いため非常に手間のかかるものであった。

しかしこのため波多江氏は、殿様と酒を酌み交わすほど呪懇にしていたそうであるO 田植え時には

近所の村人が手伝いに訪れ、去年の米を炊いておにぎりにして田に供えた。献上する米はほんの一

握りではあったが、この行事の持つ意義は大きなものであったと思われる。
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＊天神免（テンジンメ）…中町・築地・中田三所の産神といわれる長石田神を祭っていたが、現在は波

多江神社に合記されてしまっている。

＊四現久（シゲンキュウ）ー・『糸島郡誌』によれば、当地に恵華（エケ）という地名があり、吉祥寺の跡

といわれる五輪の石塔があったそうであるが、現在は宅地化されて残っていない。

〔水利〕

＜三雲＞

（文責熊谷）

現地調査ができなかったため不明である。ただし、大字井田にかかる井手で大字三雲内に存在するも

のについては井田の項参照のこと。

＜井田＞

井田地区は、瑞梅寺川と同水系の川原川から農業用水を得ている。

まず、川原川流域では、大字三雲内の井田との境界線近くに郡下井手があり、左岸に水を供給してい

る。それより北の宇田川原井手は川の右岸（大門・高来寺・宇田川原）ヘ、さらに北の甚吾井手は左岸

に水を供給する。郡下井手の近くには飲料水用として市の取水場がある。

一方、瑞梅寺川流域では、大字三雲内に芝原井手が存在したが、昭和20年の水害で流された。その北

には大井手があり、左岸に水を供給している。大字井田内では、南から！｜慎に屋敷井手が右岸に、十八井

手・柳川原井手が左岸に、北田井手・中用会井手が右岸に、その北の 2つの井手はどちらかが下用会井

手でありいづれも右岸に、さらに北の中井手は左岸に水を供給している。

井手には、昔「もやぜきえんたい」というものが存在した。これは、山から切ってくる「がめすら

（植物・ウラジロのこと）」をまとめて竹で押さえて井手を作ったものであり、水が漉いて出てきたとい

うことである。

また、しょうずが大字三雲字鬼木、および、同字下川原に 1カ所ず、つ、大字井田字フウジ川原内に 2

ケ所あり、人力でさらえて水路をとり、利用していた。井田は水が豊富で、屋敷でも地面を掘ると水が

でていたそうである。柳川原井手の少し北から右岸の方に水路があり、生活・農業用水として利用され

てきたが、ダムができてから水が少なくなり、今年（1996年）の春にはついに水がきれた。降雨量が少

なかったこと、ダムで水を溜めるようになったこと、地下水位が低下したことなどによるのではないか

ということであるO なお、一昨年（1994年）の干ばつで、新しい井戸がいくつか掘られた。

その他、干ばつの際には、上流（南側）の瑞梅寺・井原・三雲の部落長に相談し、「コウチミズ（高

地水カ、聞き取り）」を状況によって3日間とか一昼夜とかいうふうに落としてもらう。その場合は後で

お礼にいくが、特に改まった服装でいくことや、お礼の品を持っていくとかいうことはないそうである。

なお、一等田はコモデン・後固など、集落の近くだそうである。

＜波多江＞

波多江地区は、瑞梅寺川と雷山J11、および、波多江溜池から農業用水を得ている。

まず、瑞梅寺川流域では、大字井田との境界線のところに新井手があり、左岸に水を供給しているO

その北の京手井手、下新井手、大白井手は、新井手と同じく左岸に供給している。川の右岸の瑞梅寺川

と川原川に挟まれた狭い地域は大字井田の方から水が流れてくるため、大字波多江に属する瑞梅寺川に

は右岸に取水する井手が存在しない。ただし、新井手の南側に名前のなし＼／j、さな井手が存在し、そこか
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らは右岸に水が取られているO しかし、この井手は大水がくると流れるほど小さな井手であり、普段は

井田から水が流れてくるので使用されていない。

一方、雷山川の井手は大字有田内にうすの口井手が、大字波多江内に柿木井手が存在するが、左右ど

ちらに取水されているか明らかでない。また、これより北の井手については、調査できなかった。

なお、大字井田に波多江池があり、 70町がこの溜め池のかかりである（残り50町が瑞梅寺川のかかり）。

また、この水は雷山大溜池の水であり、波多江溜池の水がなくなると大溜池から水をもらっている。こ

の両溜池は明治期に造られ、それ以前は川の水のみで、桑畑にしていたところもあった。かつてに水を

とることはできず、水番がおかれ、昭和37～38年頃まで水けんかがあった。水がなくなると雷山大溜池

よりも南の高野と三坂に酒5升をもって頼みにいっていた。酒の他に素麺をもっていったという話もあっ

た。なお、水利費は現在も大溜池に支払いをし、年3回程水をもらっている。しかし、最近ではあまり

もらうこともないそうである。

その他、大字井田字十八の辺りにあり、大字波多江字島廻と迎畑（聞き取り調査で、はその南の小字で、

ある用会と呼んでいた）との境に湧水が出ていた。波多江地区の一等田は字中町、番免あたりの人家の

近くであった。一方、字大杉や字黒童子は水もちがわるく（このことを「水がかたし1」という）、あま

りいい土地ではなかった。

〔条皇制〕

旧糸島郡内は、条里制に関わる小字を多く残している（※註65）。特に、今回の担当地域である三雲、

井田、波多江には県道池田線沿いにそのような小字が多く残存する。それらの地名は以下の通りである。

一 雲…口ノ坪（ 6図22里1坪） ・二ノ坪（同 2坪） ・三ノ坪（同 3・4坪）

井 町一一ノ坪（ 6図22里5・6坪） ・二ノ坪（ 7図22里1・2・11・12坪） ・三ノ坪（同 3～ 6坪）

拾五（同15～17坪） ・18（同18坪）

波多江…四ノ坪（ 8図22里4・9・16坪） ・五ノ坪（ 5・8・17坪）

牛ノ坪（ 9図21里2～ 4・9. 10坪）

＊括弧内の条里は是松氏の比定による（※註66）。

この内、大字波多江内の牛ノ坪は「坪」という漢字はつくものの果たして条里を示すものであるのか

不明である。それ以外の数字を含む小字は、明らかに条里を示すものであり、条里の比定ともかなり適

合するといってよい。しかし、条里制の坪とそのままイコールというわけではない。

例えば、大字三雲の三ノ坪は条里制の坪では 3・4坪に当たる。おそらく、大字三雲の三ノ坪は 3・

4坪の二つの小字が統合されて、設定されたものであろう。また、大字井田のーノ坪は条里制の坪では

5 . 6坪に相当する。これは、この小字の統合の際にいかなる理由であるかは不明であるが、もとの条

里制の坪とは異なる地区に設定されたものであると考える。

なお、聞き取り調査で、大字井田字瓦田の東側の雷山川の井手に十八井手としヴ井手が存在すること

が判明した。これは、条里制の坪でいうと、大体6図22里の17坪と18坪の聞に相当する。また、是松氏

は大字井田の字拾伍と十八の中程に当たる地域が「十六」と俗称されていることを述べられている（※

註67）。服部氏は地名には行政地名と通称地名とがあり、明治 6年の地租改正にともなう土地台帳の整

備により、前者は決定され、その小字にならなかった地名は後者として残り、聞き取り調査によって収

集できるとされた（※註68）。しかし、今回担当した地域では、このような通称地名や近世の地誌類に

残る地名が、思った以上に残存していなかった。そのため、条里制の復元について、新たな知見を加え

ることはできない。是松氏が聞き取りを行った時点では存在した、「十六」という通称地名も同じく不
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明であった。これは小字がかなり狭い範囲で設定されており、通称地名によって呼称する必要性が低かっ

たことに起因するのであろうか。

また、大字井田の浄土真宗本願寺派の教法寺は、現在字一ノ坪内に存在するが、『筑前国続風土記附

録』及び『同拾遺』、『糸島郡誌』などの地誌類においては「二ノ坪」にあるという。教法寺の現在の位

置は、条里制の坪では六ノ坪に当たり、これが、地誌類の記載の誤りによるものか、同寺が移転したこ

とによるものか、その理由は不明であるO

〔付〕恰土郡家

担当地域には郡家跡と考えられる小字が存在する。

三雲…郡前（ 6図23里15・16坪）・郡後（同3・4・9・10坪）

井田…郡下（同7. 8・17坪）

以上の小字は6図23里の西側、瑞梅寺川の左岸に存在する。日野尚志氏は、 6図23里が恰土郡家域で

あったと推定されている（※註69）。また、字郡後と郡前の 1部を含む方二町が郡街域であり、集落の

ある郡後の東側が郡街域の中心地で、ここを中心にして郡前、郡後、郡下の小字名が生じたとされる。

この付近の史跡には、まず、郡家域の東側から 2町ほどのところに恰土城の大手口があり、郡総社で

ある高祖神社にも近い。また、郡家域の西側から 8町ほどの所に、多くの前方後円墳を有する平原の洪

積台地があり、南側2町ほどの所に、 22里と23里の境界線上に築山古墳と端山古墳とが存在する。

この付近の地形について、日野氏は、郡家域の北側とは急斜面をなしており、式内社志登神社、志摩

郡の火山等がよく見え、この北側の 7図23里からでは展望がよくない。また、小字郡後と郡前の小字境

は丘陵堤防上の微高地の東側で境され、 Im程度の落差がある（郡後の方が高い）。これに対して、郡

後とそのきたの畑田、郡下の小字境は50cm程度の落差があり、人為的なものであると思われる、とさ

れているO 実際に現地を見てみると、確かに 7図23里の位置からでは展望はよくない。また、郡後と郡

前との小字境の Im程の落差があるO この落差は郡下ではやや東側にずれてさらに北側へと続いているO

なお、郡後と畑田・郡下との落差であるが、聞に道を挟んでいるため肉眼では判明しない。またそれが

人為的であるかどうかも不明であるO

〔おわりに〕

本レポートを作成するに当たって行った現地調査は以下の通りである0

0平成8年7月23日（火）

波多江（中町）馬場俊朗氏昭和4年生

同 （本村）波多江佐二氏 昭和7年生

。同年7月26日（金）

井田 （本村）井上 湊氏

波多江（川面）波多江泰輔氏 大正2年生

現地調査を行った感想としては、通称地名および近世の地誌類に残る地名が、思った以上に残存して

いないことである。そのため、条里制の復元についてはほとんど新たな知見を加えることができなかっ

た。これは小字がかなり狭い範囲で設定されており、通称地名によって呼称する必要性が低かったこと

に起因すると思われる。

また、現在の行政区（大字）はかなり広い範囲であるので、聞き取り調査をしても他の集落のことは

不明であることが多かった。次回の調査では同一の行政区を集落毎に調査する必要があるようである。
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最後に、お話しを伺った人は昭和生まれの方が多く（それ以上の年齢の方は健康状態に問題がある場

合が多い）、古いことをあまりご存じないようであった。さらに、現在どの地域も圃場整備が進められ

ており、歴史的景観が益々失われつつある。早急な現地調査の必要性を痛感した。 （文責 朱雀）

前原市三雲

学部3年熊谷浩

学部 2年青柳博晃

学部 2年村山龍八

〔はじめに〕

担当地域は瑞梅寺川中流右岸に位置し、南を井原、東を高祖・大門、西を曽根、北を井田と接する。

西にある曽根は元丘陵地で、戦後引揚者の開拓地である。地名の由来は、往昔、興雲庵の池（地誌の項

参照）より 3条の紫雲が立ったことによるという（続風土記）。

地内には縄文時代や弥生時代の遺跡群があり、昭和49～54年にかけて圃場整備が行なわれた際に発掘

調査が実施されているO また条里制を示す地名も比較的多く残存し、郡という集落は古代の郡街跡と比

定されている。

以下、古くから開かれたこの地域について、地誌・小字・水利といった観点から現地調査上の所見を

交えて述べてし1く。

〔地誌〕

筑前国恰土郡のうちで江戸期は福岡藩領。村高は「慶長年間筑前園圃」 1,271石余、「正保年間筑前闘

園」 1,004石余（田854石余・畠150石余）、「元禄十四年筑前園」も1,004石余、「天保郷帳」 1,476石余。

明和8年の貢租は「三苫家文書」によると御徳、米・大豆1,502俵余、諸上納米68俵余や諸役銀などであっ

たという。「寛政年間万覚書」によると寛政6年の人口は653人。文政8年の家数143（本村60、郡10、

原際34、川端23、新屋敷16）。弘化元年水崎仁三郎が手習所を開設したとしヴ。

・細石神社（佐々穫石社）…大字三雲字鑓溝（ヤリミゾ）にある。御神体が小石で、あるため「佐々躍石」

と称するらしい。祭神は木花咲耶姫（コノハナサクヤヒメ）・磐長姫。木花開耶姫は高祖大明神の御母

であり磐長姫は御姉であるため、高祖神社と向かい合っているとしヴ。昔は神田も多く神人も12家あっ

たが、天正15年豊臣秀吉に神領を没収されて祭日の流鏑馬も中絶した。その後寛永末に村長の大原金

左衛門が再興したという。現在寺の周囲には溝が通っており、塀で因われていた。神体ははっきり見

えなかったが小石というほど小さくない石が祭られているようだった。

・八龍森・・・かつて村の南に森があり、中に石 1個（八大龍王）があったらしい。高祖宮御誕生の地と伝

えられる。古老の話によると明治以前に「八龍」という相撲取りがそこで亡くなったそうであるO 現

在森はほとんど残っていない。

・築山…村の東に小高い丘があり、上に観音堂があった。仏像（清賀作3尺5寸）が安置しであるらし

いが確認できなかった。盗まれたと言われている。↑台土県主などの墓らしい。

・端山・茶臼塚－－－築山の北に小高い丘がある。これが端山であるらしいが茶臼塚は確認できなかった。
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崩されてしまったそうだがよく分からない。

・興雲庵祉・・・三雲の中央中川屋敷にあり、今は池の祉（三雲池）だけが残っていた。この池から 3本の

紫雲が立ったため「三雲」の地名がついたという話である。

・安養寺祉・浄福寺祉－－－安養寺土止に原田家家臣水崎加賀守種道（水崎加右衛門）の墓があるらしいが確

認できず。ただ村の北に「水崎」の姓をもっ人が多く住んでいるのは何か関係があるのだろうか。

・天満神社…祭神菅原道真、祭日は旧暦9月25日。

・彦神社…祭神種蒔神（天忍穂耳尊）、祭日は旧暦2月15日。

〔小 字〕（記載順序は、ほぼ『明治十五年字小名調』の順）

郡（コホリ）：ここにも観音様があったらしい。

新村（シムラ）：文字通り、比較的新しくできた集落のようである。

原際（ハルキハ）：原際と原はおなじ所をいう。

川端（カワパタ）：川の側にあるからか。

高柳（タカヤナギ）：三雲の集落の少し北側（郡、鬼木など）や東側（大町、柳井町など）ヘ水を送る高

柳井手があるO

大町（オオマチ）：三雲の最も低い地域である郡、柿ノ木、鬼木、芝原などへと水をおくるクツワ（轡ヵ？）

井手がある。

カガイシ：平小路の一部を昔、カガイシとよんでいた。今では、あまり使われていない。

郡前（コホリマエ）：このあたりは、以前はすべて郡（コホリ）とよばれていたようである。

郡後（コホリウシロ）：このあたりも、以前はすべて郡（コホリ）と呼ばれていたようである。

ただ、慣習的に郡の前や後ろあたりを郡前、郡後などとよんだらしい。

仲田（ナカダ）：小字 柿の木、鬼木、流田（＝芝草）の区域のことをまとめて仲田とよんだらしい。

今で言う大字みたいなものか。

サキハノ（サキハノ）：このような小字は存在しないようである。サキゾノのまちがいではなかろうかと

おもわれる。ここには、三雲遺跡の一つで、ある端山古墳がある。

イフ（イフ）：寺口（次項）もイフもおなじ区域を指すらしく、イフが正式な小字（行政地名と平山氏は

言われていた）で寺口は地元の人が使う通称のようである。

寺口（テラグチ）：聞き取り調査の結果はイフの項参照。

八龍（ハチリュウ）：平山氏の話では、昔（明治以前）、八龍という相撲取りが身投げをした井戸がこの

地にあるようであり、そのことに由来する地名であるようである。

境（サカイ）：堺は、「整里（セイリ）」ともいわれていたようである。田の区画を今のように整理したさ

いに、そのようになづけられたと思われる。

楠木ヤシキ（クスノキヤシキ）：楠木ヤシキは、「東」の一部をそう呼ぶようである。

塚廻り（ツカマワリ）：「塚廻り」と「サキゾノ（前出）」は、おなじところをいうらしい。その場合、こ

こでいう「塚」とは端山古墳のことになる。

鬼木（オニキ）：鬼木は、仲田の一部をこうよぶらしい。前出の仲田の項参照。

流田（ナガレタ）：流田と芝草はおなじところを指す。ここは、仲田の一部だったらしい。

柿ノ木（カキノキ）：ここは、仲田の一部だったらしい。

中川ヤシキ（ナカガワヤシキ）：中川ヤシキも、「東」の一部だったようである。
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芝原（シパハラ）：高祖宮御幸の際の相撲場の祉ヵがある。

流田と芝原は、おなじところを指す。また、ここは仲田の一部だったらしい。また、

ここには芝原井手もある（詳しくは、水利のところで）。

有坂（アリザカ）：ほぼ三雲全体に水を供給する有坂池がある（詳しくは水利の項を参照）。

念仏塚（ネンブツヅカ）：これは、雷山に入る小字で、はないかといわれていた。

新村ヤシキ（シムラヤシキ）：このような小字もわからないといわれていた。新村（前出）とおなじヵ。

狐塚（キツネツカ）：これも、よくわからなかった。雷山の小字で、はなかろうかといわれていたO

堤原（ツツミパル）：聞き取りの結果、わからなかった。三雲内にはないらしい。

ワレ塚（ワレヅカ）：現、曽根は、昔は、三雲の一部だったらしく、そこには塚が3つあるようである。

その塚のどれかが、これまででてきた 4つの塚か後出の十三塚に比定できるのでは

といわれていた。そのあたりの小字と思われる。

仲原（ナカバノレ）：このような小字は、三雲のなかでは聞かないといわれていた。雷山の方の地名では？

といわれていたO

井田堺（イダサカエ）：井田との境界あたりの地をいい、また通称らしい。

平原ノ上（ヒラパルノウエ）：これも、場所が比定できなかった。

先原（サキバノレ）：これは、聞き取り調査の結果、有田の方の小字のようである。（すくなくとも三雲内

にはこのような小字はないそうである）。

【聞き取り調査で新たにわかった小字】

原の山（ハルノヤマ）

今の曽根地区一帯の小高い丘をそう読んでいたようである。戦後入植者がはいってくるまでは畑など

があたり一面にひろがっており、人家はほとんどなかったようである。板付に飛行場をつくさいには、

ここにも飛行場建設予定地にはいっていたそうである。

整里（セイリ）

前出「境」の項参照。

ケサガサ（ケサガサ）

柳井町と塚廻りの中間あたりをこう呼ぶらしい。

今回の聞き取り調査は、時間がなかったわりには、三雲の地籍図の空白の部分（南東部分）などの小

字の比定をすることができたので少しは成果があったのではと思う。聞き取り調査をしながら感じたこ

とは、ここが何という小字だ、というように完全に一つの領域としてわけることができないということ、

つまり 2つ以上の小字が重なり合って一つの地域に存在していたりするということであるO このことに

関しては、「そこに住む人達の用途に応じである地域が様々な呼び名でよばれるからだ」と平山氏は言

われていた。 （文責青柳）

〔水利〕

担当地区への水の供給は、基本的に瑞梅寺川と赤崎川（川原川水系）から数カ所の井手によってなさ

れている。赤崎川の井原境にある日渡井手からは三雲の中州地域全体に、赤崎川字高柳にある高柳井手

からは川原川沿いの三雲東南部に流している。赤崎川が川原川と合流する字大町にある大町井手からは

三雲南部に、瑞梅寺川字芝原にある芝原井手からも三雲南部に供給しているO また、昭和20年代に起こっ
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た干伐時には曽根との境にある有坂溜池から瑞梅寺川字井ノ川井手を通して三雲の中心部に水を引いた

そうである。（平山氏談）。

〔おわりに〕

本レポートを作成するに当たり。平成9年 3月23日（日）に平山久米雄氏宅に伺ったO 平山氏多忙の

為なかなか時間がとれず、一時間程度の聞き取り調査となった。田の通称名については、ひとつの田に

ついて呼ぶ人の都合により幾種類もの呼び名が存在し、その田が厳密に何という田であるのかは特定で

きないそうである。例えば「郡前」「郡後」などは「郡」というところから見て便宜上「前」「後」と呼

んだらしい。だからある人が「郡前」と呼ぶ田を、別の人は「郡の上」と呼んだ、りするのであるO その

ためすべての呼び名を収集することはできないが、ある人の主観による通称名は集めることができるO

史料中の字名に混乱が見られるのはそのためではなかろうかと思った。

何分時聞が取れなかったため十分に聞くことができなかったのが残念であったO
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